
（別表）

１号事案 ２号事案 ３号事案

審査請求に係る諮問

の番号

３０中経行第２５６号 ３０中経行第５９５号 ３０中経行第１１９３号

区政情報公開請求日 平成３０年３月３０日 平成３０年４月３日 平成３０年１１月２１日

請求情報の内容 総務省訓令第１２６号

（平成１３年３月３０

日）・平成１６年法務省訓

令第２号、等の省庁見解

の元、都道府県市区町村

に及ぶ、法令解釈：地方

公務員法（服務の原則は、

地方公務員法２７条・第

２８条・第２９条・第３

２条・第３３条・第３４

条・第３６条・第３７条・

第３８条、等：服務に関

する規定「服務の根本基

準第３０条」）の奉仕精神

の区民の利益の保障の義

務負う区職員の数名の、

奉仕欠く事例有る。人権

セミナー（憲法研修、等）

が、無効示す。２９中経

人第２４８４号（平成３

０年１月１９日）・２９中

経人第２２７３号（平成

２９年１２月２２日）の

公開資料の全ページか

ら、「社援保発１０２２第

１号（平成２２年１０月

２２日）」は、外国籍であ

ることを理由に却下裁決

をした県知事の判断は、

生活保護法及び行政不服

審査法に違法である判

決：平成２２年９月３０

日大分地方裁判所の判決

に則る外国籍の不服申立

〇〇・〇〇職員は、昭和

４０年１２月１８日政府

官報号外第１３５号条約

第２８※社発第３８２号

の通知の備考に示すもの

否認。「国民」のみ観点

示す。

健康福祉部福祉推進経営

担当は、福祉オンブズマ

ン委員の調査上「職員ら」

主張の否認された平成２

２年１０月２２日社援保

第１０２２第１号」：生

活保護に係る外国籍の方

からの不服申立ての取扱

いについて（厚生労働省

社会・援護局保護課長通

知）→外国籍の不服申立

てをすることができる旨

等の教示欠く中野区。又、

ヘイトスピーチ原因の昭

和２９年５月８日社発第

３８２号厚生省社会局長

通知の主張（職員ら）中

野区のヘイトスピーチ対

策欠くものと考える。以

上から、昭和２９年のも

のが平成２２年のもの否

認は、裁判所の判決が否

認されている。尚、昭和

４１年１月１６日社保第

３号厚生省社会援護課長

通知が否認。生活福祉部

の基本的人権の視野疑

中野区人材育成上の特別永

住者の特例法（平成３年法

律第７１号）の特段示すも

の求める。

※政府官報号外第１３５号

（Ｓ４０．１２．１８）参

照示す。



できる教示をすべきであ

る。示した厚生労働省・

社会援護課長通知に従わ

ず、中野区生活援護が、

外国籍＝外国人と明示の

不服申立できる教示欠く

交付。以上より、「人権セ

ミナー」資料内の該当求

める。

※「教示」欠くのは、外

国籍区民の不利益であ

る。区は「外国籍」用語

欠く。

う。４Ｆ６番の配布『東

京都の「みんなの人権」』

例年度版の相違。生活福

祉部職員らの認知の「特

別永住者」の法的地位の

判断するもの求める。国

の見解の合致する中野区

のもの決定求める。

区政情報公開決定通

知書又は区政情報不

存在通知書の番号及

び日付

区政情報公開決定通知書

３０中経人第９８号

平成３０年４月１３日

区政情報不存在通知書

３０中健福第２４６号

平成３０年４月１８日

区政情報不存在通知書

３０中経人第２２９６号

平成３０年１２月６日

区政情報不存在通知

書の「請求情報に該

当する文書等が存在

しない理由」

健康福祉部福祉推進分野

においては、請求された

文書について作成及び保

存していないため。

請求にある法律は「日本国

との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）」

であるが、本法律を特段に

示した人材育成上（研修）

の文書を作成及び保存して

いないため。

審査請求書の「３

審査請求の趣旨及び

理由」

趣旨：憲法９８条２項欠

く資料。又、「判決」否

認の本件決定事項。

理由：「みんなの人権（東

京都総務局人権部）」冊

子の研修資料扱うが、

〔人種差別撤廃条約〕平

成２８年度版３５頁・３

６頁。

請求時添付疎明資料「社

援保発第１０２２第１号

（平成２２年４月１３

趣旨：中野区人事分野の

人材育成「人権セミナー」

資料上：「みんなの人権」

（東京都総務局人権部交

付を中野区４Ｆ６番窓口

の配布有）研修有、職員

の多文化共生の明示だ

が、「ヘイトスピーチ」

被害者の特別永住者（日

本国出生）の何ら理解得

るもの欠くのは、不作為。

処分取消せよ。

趣旨：処分取消求める。又、

不作為示す。地方公務員法

第３２条反する。

理由：ヘイトスピーチは、

特別永住者に対する情報不

足一因。

（啓蒙欠如の人材育成難し

い）

中野区職員の無知は、ヘイ

トスピーチ要因一つ。

中野区内ヘイトスピーチ実

在：職員のヘイトスピーチ



日）」大分地方裁判所判

決は、中野区職員の人権

意識の問うものである。

理由：「特別永住者」も、

区民である。

有。〇〇係長は、政府官報

否認したヘイトスピーチ原

因の昭和２９年局長通知主

張。（その後の昭和４０年

政府官報否定）

審査請求書の「５

その他（証拠書類

等）」

「みんなの人権（各年度

版）」平成２９年度版添

付。３０中健福第２４６

号 「不」（平成３０年

４月１８日）の添付。」

「日本国憲法第３２条基

づいた裁判判決の中野区

否定の本件。

【上行の右側に大きな吹

き出し{があり、その右に

次の記載がある】

〇〇職員は、「人種差別

撤廃条約」・「児童の権

利条約」・「社会権規約」

等の日本国憲法第９８条

２項の否定的言及（Ｈ３

０、４／当日の電話上）。

中野区職員の人権意識問

う審査請求である。

大分地方裁判所判決は、

区市の教示義務や都道府

県の平等精神。

「社援保発」１０２２第

１号（平成２２年１０月

２２日）」中野区は、教

示欠く、国への反目。

※中野区は４０００人前

後「ヘイトスピーチ」開

始の〇〇氏への都知事選

投票数有。

一般公開の為、各省庁Ｈ

Ｐ上有。

【上行の右側に大きな吹

き出し{があり、その右に

次の記載がある】

○法務省「特別永住者の

特例法」

○昭和４０年１２月１８

日政府官報号外第１３５

号

○上記「官報」は、各省

庁の所管法での通知交付

有。

○人種差別撤廃条約、社

会権規約、等有：憲法第

９８条２項。

既に平成２９年度に、生活

援護分野〇〇係長へ提出

済。

○昭和４０年１２月１８日

政府官報号外第１３５号：

条約２８号→厚生労働省交

付の昭和４１年課長通知

有。（生活保護法関係法令

通知集の掲載有）

○大阪弁護士会交付資料

（最高裁判決）

○大阪市交付の市民の声Ｎ

ｏ．０９０１－１０１０５

－００１－０１

弁明書の日付 平成３０年５月２２日 平成３０年７月３０日 平成３１年１月１８日

反論書の日付 平成３０年６月１４日 平成３０年８月１４日 平成３１年２月５日


